
資料②　症状がある時のフローチャート（大阪健康福祉短期大学　堺キャンパスVer）

新型コロナウィルス感染症対策にご協力いただくために、授業を安心して受けていただけるための特別措置を行います。

大阪追跡情報システムへの登録を推奨します。

①風邪のような症状がある場合

【風邪のような症状例】

①発熱 ②呼吸器症状（咳嗽，咽頭痛，鼻汁，鼻閉など）

③頭痛 ④倦怠感 ※下痢や嘔吐の発生頻度は低い

大学には登校せず、自宅待機してください。

大学HP掲載されている「行動報告様式」に沿って、

速やかに事務センターに連絡をしましょう

【自宅待機中の対応】

①医療機関に受診してください。（可能であれば）

②診断結果が判明する、もしくは、症状が治まるまでは、

他者との接触を避け、自宅待機してください。

【欠席について（第２基準扱い：教務）】

上記のような症状で授業を欠席した場合は、学習の補充を

もって受験資格の判定において欠席として取り扱わないも

のとします。（学生便覧ｐ.20,70参照）

～第２基準の条件～

a.報告の様式に沿った事務センターへの電話連絡

b.「欠席届」など必要書類の提出

症状が消失又は、快復し

た場合は、通常登校して

ください。

②新型コロナウィルス感染症が疑われる場合

学生本人が自宅待機していたが、４日間以上症状が改善せず、以下のいずれかが継続する場合

①息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある場合

②重症化しやすい方（※）で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

③上記以外で発熱や咳など

新型コロナ受診相談センターに相談

堺市 072-228-0239

受付時間 9-20時（月曜～金曜）

9-17時30分（土曜・日曜）

※お住まいの自治体によって異なります

大学には登校せず、自宅待機してください。

大学HP掲載されている「行動報告様式」に沿って

速やかに事務センターに連絡をしましょう

陽性の場合

新型コロナウィル

ス感染症と診断

陰性の場合

新型コロナウィルス

感染症ではない

大学には登校せず、自宅待機してください。

①「行動報告様式」に沿って、速やかに事務センターに連絡をしましょう

②医療機関の主治医の許可があるまで療養してください

③主治医から許可が出たら、再度大学連絡をし

登校の可否等を相談してください

大学には結果報告

速やかに事務センターに

結果を連絡しましょう

症状が快復、もしくは、

明確な診断後治療が

できた場合は、

通常登校してください。

③新型コロナウィルス陽性者と【濃厚接触】した場合

【濃厚接触とは】ここでは、①必要な感染予防策（手洗いやマスクの着用など飛沫を防ぐことなど）

をせずに手で触れたり、対面で互いに手を伸ばしたら届く距離（１ｍ程度以内）で②15分以上接触が

あった場合を指します。※①距離の近さ ②時間の長さ

（具体例）a.新型コロナウィルス陽性者（以下、陽性者）と同居、あるいは長時間接触

b.適切な感染防護なしに陽性者の看護もしくは介護をした。

c.陽性者が学生の場合、同じクラスにいて、気道分泌物もしくは体液等の汚染物質に触れた可能性が高い

d.手で触れる又は対面で会話することが可能な距離で必要な感染予防策なしで、陽性者と接触があった

大学には登校せず、自宅待機してください。

大学HP掲載されている「行動報告様式」に沿って

速やかに事務センターに連絡をしましょう

【公欠について（第１基準扱い：教務）】

新型コロナ陽性の判定で授業を欠席した場合は、以下に

該当する場合のみ「公認欠席（公欠）」とします。

（学生便覧ｐ.20,70参照）

～公欠の条件～

a.報告の様式に沿った事務センターへの電話連絡

b.「欠席届」など必要書類の提出

４日以上継続するようなら、

②へ

指定医療機関受診

【欠席について（第２基準扱い：教務）】

上記のような症状で授業を欠席した場合は、

学習の補充をもって受験資格の判定におい

て欠席として取り扱わないものとします。

（学生便覧ｐ.20,70参照）

～第２基準の条件～

a.報告の様式に沿った事務センターへの

電話連絡

b.「欠席届」など必要書類の提出
新型コロナ受診相談センターに相談

堺市 072-228-0239

受付時間 9-20時（月曜～金曜）

9-17時30分（土曜・日曜）

※お住まいの自治体によって異なります

指定医療機関受診

大学には登校せず、自宅待機してください。

①「報告書」に沿って、速やかに事務センターに連絡をしましょう

②医療機関の主治医の許可があるまで療養してください。

③主治医から許可が出たら、再度大学に

連絡をし登校の可否等を相談してください。

大学には結果報告

速やかに事務センターに

連絡をしましょう

症状が快復、もしくは、

明確な診断後治療が

できた場合は、

通常登校してください。

㊟新しい知見や状況変化により対応などは変化しますのでご理解ください

【欠席について（第２基準扱い：教務）】

上記のような症状で授業を欠席した場合は、

学習の補充をもって受験資格の判定におい

て欠席として取り扱わないものとします。

（学生便覧ｐ.20,70参照）

～第２基準の条件～

a.報告の様式に沿った事務センターへの

電話連絡

b.「欠席届」など必要書類の提出

陽性の場合

新型コロナウィル

ス感染症と診断

【公欠について（第１基準扱い：教務）】

新型コロナ陽性の判定で授業を欠席した場合は、以下に該当する

場合のみ「公認欠席（公欠）」とします。

（学生便覧ｐ.20,70参照）

～公欠の条件～

a.報告の様式に沿った事務センターへの電話連絡

b.「欠席届」など必要書類の提出

陰性の場合

新型コロナウィルス

感染症ではない

引用・参考：

①厚生労働省 新型コロナウィルスに関するQ＆A（医療機

関・検査機関の方向け）問１臨床経過はどんなものか

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
dengue_fever_qa_00001.html#Q5-1

②厚生労働省 新型コロナウィルスに関するQ＆A（一般の方

向け）濃厚接触者とはどのような人か

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3

③堺市HP 新型コロナ受診相談センター

https://www.city.sakai.lg.jp/smph/kenko/kenko/kansensho/singat
akorona.html#cmsA1268

④関西福祉科学大学HP 次のような症状が発生した場合

https://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/topics/2020/d20045.html
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